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被用者保険が適用される個人事業所の非適用業種

【被用者保険の適用事業所】

・ 常時１名以上使用される者がいる、法人事業所 （Ａ） ・・・ 強制適用

・ 常時５名以上使用される者がいる、法定１７業種に該当する個人の事業所 （Ｂ） ・・・ 強制適用

・ 上記以外 （Ｃ）・・・ 強制適用外（労使合意により任意に適用事業所となることは可能＝任意包括適用）

法人

個人事業主

常時５人以上の者
を使用する事業所

５人未満の事業所

法定１７業種（※）

上記以外の業種（非適用業種）
例：農業・林業・漁業、

宿泊業、飲食サービス業
洗濯・理美容・浴場業、娯楽業
デザイン業、警備業、ビルメンテナンス業

政治・経済・文化団体、宗教 等 任意包括適用

（Ｂ）

（Ａ）

強制適用事業所

（Ｃ）

※ 健康保険法３条３項１号及び厚生年金保険法６条１項１号に規定する以下の業種。

① 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、

変更、破壊、解体又はその準備の事業
③ 鉱物の採掘又は採取の事業
④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤ 貨物又は旅客の運送の事業
⑥ 貨物積みおろしの事業
⑦ 焼却、清掃又はと殺の事業
⑧ 物の販売又は配給の事業
⑨ 金融又は保険の事業

⑩ 物の保管又は賃貸の事業
⑪ 媒介周旋の事業
⑫ 集金、案内又は広告の事業
⑬ 教育、研究又は調査の事業
⑭ 疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮ 通信又は報道の事業
⑯ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
⑰ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている

法律又は会計に係る業務を行う事業

強制適用事業所

任意包括適用事業所

…… 約266万事業所

… 約10万事業所

注：適用事業所数は、2023年12月末現在「厚生年金保険・国民年金事業状況（事業月報）」

（注）
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日本標準産業分類（大分類） 適用業種・非適用業種（個人事業主である場合）の区分

農業、林業 非適用業種

漁業 非適用業種

鉱業、採石業、砂利採取業 適用業種

建設業 適用業種

製造業 適用業種

電気・ガス・熱供給・水道業 適用業種

情報通信業 適用業種

運輸業、郵便業 適用業種

卸売業、小売業 適用業種

金融業、保険業 適用業種

不動産、物品賃貸業 適用業種

学術研究、
専門・技術サービス

学術研究業、広告業は適用業種。
専門サービス業のうち、士業（法律事務所、特許事務所、公認会計事務所等）、
興信所は適用業種。デザイン業、経営コンサルタント業等は非適用業種。
技術サービス業のうち、獣医業、土木建築サービス業等は適用業種。写真業は

非適用業種。

宿泊業、飲食サービス業 非適用業種

生活関連サービス業、娯楽業

生活関連サービス業のうち、旅行業、火葬・墓地管理業は適用業種。洗濯・
理容・美容・浴場業は非適用業種。

娯楽業（映画館、スポーツ施設提供業等）は、非適用業種。

教育、学習支援業 適用業種（各種学校、図書館、動物園、学習塾等）

医療、福祉 適用業種（病院、助産所、社会福祉事業団体、介護施設等）

複合サービス事業 適用業種（郵便局、協同組合）

他に分類されないサービス業
廃棄物処理、自動車整備、と畜場等は適用業種。
警備業、ビルメンテナンス業、政治・経済・文化団体、宗教等は非適用業種。

※日本標準産業分類における分類に厚生年金保険法の適用業種の一般的な分類をあてはめたものであるが、実際の適用については個別の事業所の実態を判断し適用することと
なるため、上記の区分と一致しない場合がある。
※「学術研究、専門・技術サービス」「生活関連サービス業、娯楽業」「他に分類されないサービス業」については大分類で区分できないため、日本標準産業分類の中分類、小分類
又は細分類における分類で区分している。 5

適用業種・非適用業種の分類



被用者保険の強制適用事業所の変遷

大正１１年制度創設時

強制適用対象：工場法・鉱業法の適用を受ける事業所
任意包括対象：①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸

昭和９年改正

強制適用対象：①物の製造、③鉱物採掘、④電気、⑤運送（陸送のみ）のうち、常時５人以上使用
する事業所を追加。（②土木・建設、⑥貨物積卸は任意包括対象のまま）

昭和１６年改正

強制適用対象：⑤運送（航空機）、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃を追加（常時５人以上）
（②土木・建設は任意包括対象のまま）

【健康保険】

昭和１７年改正

強制適用対象：⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金（常時５人以上）、
常時５人以上使用する法人（業種は問わない）を追加。

任意包括対象：業種の限定を撤廃。

昭和２８年改正

強制適用対象：②土木等、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉を追加（常時５人以上）

昭和１７年制度創設時（労働者年金保険法）

原則として、健康保険の強制被保険者が被保険者。ただし、
常時１０人未満の事業所、女子等は適用除外とされていた。

【厚生年金保険】

昭和１９年改正（厚生年金保険法）

常時５人以上を使用する事業所、女子、昭和17年改正により
追加された健康保険法の強制適用対象（⑧～⑫及び常時５
人以上を使用する法人）を追加し、任意包括の制度も設け、
健康保険法と同じ枠組みとなった。

※主として中小企業における事業主の保険料の負担
能力の点を考慮して10人以上使用の事業所に限定
し、女子についてはその勤続期間が短いことから強
制被保険者の対象から除くこととされた。

昭和４４年改正

附則で、「政府は、常時５人以上の従業員を使用しないことに
より厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所につ
いて、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所
とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、
すみやかに、必要な措置を講ずる」旨規定。

昭和５９年改正（健保）、昭和６０年改正（厚年）

５人未満事業所等のうち、「法人」の事業所を強制適用対象に。

※社会保障制度審議会からは、６０年改正にあたり「基礎年金の導入に伴い、５人以上
の事業所等の被用者との不均衡が拡大する」ことから、「この問題（５人未満事業所）
の解決に着手する」ことが強く求められていた。その上で、対象を「法人」に限った理由
としては、雇用実態の把握が比較的容易であること、事業所の事務処理能力が一定
程度期待できること、公簿により事業所の成立等が確認できることが挙げられている。

令和２年改正

強制適用対象：⑰士業を追加（常時５人以上） 6



個人事業所に係る国会における議論①
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「被用者保険の適用事業所の範囲に関する国会答弁」（昭和60年4月23日 参議院・社会労働委員会）（抜粋） １／２

○高杉廸忠委員 （略）五人未満事業所を適用の対象とできなかった理由ですね、法人であれ何であれ。同じ社会保険でも、（略）労働保険の

雇用保険や労災保険というのはこれは全面適用なんですね。どうして厚生の方では全面適用にならないかというのはこれは不思議でならないん

ですよ。どうなんですか。

○長尾立子政府委員 （略）五人未満事業所の場合には、単にその事業所としての規模が小規模であるということではございませんで、雇用さ

れておりますということの事実の確認、把握というのが大変難しいということがあります。具体的には、御家族でお仕事をしておられて、そこ

にだれかほかの御家族以外の方を雇用されておるというような実態でございますと、移動率も非常に激しいということもございますし、また、

雇用されておりますことの証拠といいますか、名簿等が大変不十分である、就業規則等もないというような（略）要素があるわけでございます。

それで厚生年金の場合には、先生御承知のように、非常に長期間にわたりましてその方の標準報酬を決定いたしまして、その記録をずっと保

険者側はとっていくということをやっておるわけでございます。したがいまして、ただいま申し上げましたような状況でございますと、雇用さ

れている方の標準報酬を決定いたしまして、それをずっとこちらの方で記録していくというようなことの事務処理上の体制がなかなかとりがた

いという要素があるわけでございます。

先生御指摘のように、確かに労働保険の方はこういった五人未満事業所についての適用をやっておるわけでございますが、御承知のように、

労働保険の場合にはその標準報酬といったようなものがいわば事後に把握するということはあるわけでございますけれども、保険料は四月から

三月までの一年間に支払った総賃金をもとにしてその年の五月に申告して納付するという仕組みをとっておりまして、こういった仕組みの違い

であるとか、そういう保険としての性格の違いがあるということではないかと思っております。（略）



個人事業所に係る国会における議論②
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「被用者保険の適用事業所の範囲に関する国会答弁」 （昭和60年4月23日 参議院・社会労働委員会）（抜粋） ２／２（続き）

○高杉廸忠委員 （略）先ほど大臣から法人ということでお話がありました。しからばその法人に限った理由、その理由はどこにあるんですか。

○長尾立子政府委員 （略）適用拡大に伴います適用技術上の困難性ということを考えますと、法人になっておりますと先ほど来申し上げており

ますように帳簿類等もある程度のものが備えられておるとか、事務処理上もある程度の明確さがあるのではないかというふうに考えるわけでござ

います。例えば五人未満でございますと、御家族じゅうでお仕事をやっていらっしゃると、そこに家族以外の雇用者が何人か入っておられるとい

うようなケースが多いかと思うのでございますが、個人の場合には、例えば御夫婦で御商売をおやりになっている場合に、奥様分のサラリーとい

うような、奥様は雇用者という形ではっきりととらえられているかどうかということが個人の場合にはなかなか明確になっておらないのではない

か、法人の場合はその点はある程度の仕分けをしていただいておるのではないかということでございます。つまり、雇用実態の把握というものが

法人になっておられる場合には比較的容易なのではないかとか、その事業所としての事務処理能力が一定程度の期待ができる、それから公簿等に

よりまして事業所としての成立そのものがある程度確認できるというようなことがございますので、今回は法人の事業所を強制適用対象として拡

大をするということにいたしたものでございます。

それで、個人の事業所につきましては、今申し上げましたように家族ぐるみでなさっておられるというような形が非常に多いのではないかと思

いますので、適用上大変困難な問題があると思いますが、法人の事業所の適用が円滑に行われました後の将来の検討課題としては引き続き研究さ

せていただきたいと思っております。個人の事業所の中でもそういったもののしっかりしているところがあるんじゃないかという御指摘もござい

ますが、この点につきましては、当面任意包括適用制度を活用させていただきたいと思っております。

「被用者保険の適用事業所の在り方に関する国会答弁」 （平成29年3月3日 衆議院・厚生労働委員会）（抜粋）

○穴見陽一委員 今、社会保険の適用が義務化されていないものとして、個人事業としての士業なんかが多いわけですけれども、そういった個人

事業所でありながら従業員数が相当数に上る、そういった事業所もあって、そういうところは、社会保険の適用に関しては任意となっているとい

うような問題もございます。こういった業種への適用拡大も含めて、今後どのようにお考えなのかをお聞かせいただきたいと思います。

○鈴木政府参考人 御承知のように、社会保険につきましては、法人事業所については、業種を問わず、一人でも使用している者がいれば適用さ

れるということになっておりますけれども、個人事業所の場合には、農林水産業、接客業、法務業等の業種または五人未満の個人事業所について

は強制適用事業所になっておりません。その理由としては、これまでは、保険料徴収等の面から見て実態把握が困難であるとか、小規模で変動が

著しい等の技術上の困難性が挙げられていたものでございます。ただし、被用者には、厚生年金保険、健康保険を適用するということがやはり原

則であるというふうに考えております。今後、さらなる適用拡大を検討する中で、こうした事業所に勤める方の適用のあり方についても、しっか

りと実務上の問題も含めて検討してまいりたいというふうに思っております。



令和２年改正時の議論

「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会における議論のとりまとめ」 （令和元年９月20日）（抜粋）

適用事業所の範囲については、本来、事業形態、業種、従業員数などにかかわらず被用者にふさわしい保障を確保するのが基本であるとの考

え方が示された。その上で、非適用とされた制度創設時の考え方と現状、各業種それぞれの経営・雇用環境などを個別に踏まえつつ見直しを

検討すべきとの認識が示された。関連して、個人事業主本人に対する保障のあり方、未適用事業所に対する日本年金機構における対応の継続、

被保険者の移動による国民健康保険の財政への影響についても指摘された。

「社会保障審議会年金部会における議論の整理」 （令和元年12月27日）（抜粋）

個人事業所の場合、現行制度上の適用事業所は、法定16業種に該当する常時５人以上の従業員を使用するものに限られているが、この 16 

業種は、1953（昭和28）年以来、一度も見直されていない。しかし、現行の非適用業種の事業所で働いている被用者も、被用者であること

には変わりはなく、被用者である者には被用者保険を適用すべきという考え方に立つと、個人にとって、適用事業所か否かで将来の年金給付

が変わることは適切でない。非適用業種についても、実態を踏まえた見直しを図っていくべきである。

特に、５人以上の個人事業所のうち、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業については事務処理等の面からの

支障はないと考えられ、さらに他の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、法人化に際して制度上の制約があることなどから、適用業種

に追加すべきである。

個人事業主の事業所の適用業種の見直しについても、今回の改正では、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業

を適用対象に加えることとしたが、本来被用者には全て被用者保険を適用すべき、との原則からすると、この適用業種についても、その他の

業種への拡大を引き続き検討すべきである。さらに、労働者にとっては少しでも早期に保障が確保されることが望ましいことから、各業界の

任意包括適用の活用を促す取組状況を適宜聴取・把握していく必要がある。

9

令和４年10月施行 弁護士・税理士等の法律・会計事務を取り扱う士業を、５人以上個人事業所の適用業種に追加



全世代型社会保障構築会議 報告書（令和４年12月16日）（抜粋）

２．働き方に中立的な社会保障制度等の構築（被用者保険関係抜粋）

（２）取り組むべき課題

① 勤労者皆保険の実現に向けた取組

○ 勤労者がその働き方や勤め先の企業規模・業種にかかわらず、ふさわしい社会保障を享受できるようにするととも
に、雇用の在り方に対して中立的な社会保障制度としていく観点から、以下の課題への対応を着実に進めるべきであ
る。

◆ 短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃

週20時間以上勤務する短時間労働者にとって、勤め先の企業の規模によって被用者保険の適用に違いが生まれる
状況の解消を図るべきであり、企業規模要件の撤廃について早急に実現を図るべきである。

◆ 個人事業所の非適用業種の解消

常時５人以上を使用する個人事業所の非適用業種については、労働者がいずれの事業所で勤務するかによって被
用者保険の強制適用の有無が異なる状況の解消を早急に図るべきである。

また、勤労者皆保険を実現する観点から、「５人未満を使用する個人事業所」についても、そこで働く方々への
被用者保険の適用を図る道筋を検討すべきである。

◆ 週労働時間20時間未満の短時間労働者への適用拡大

週労働時間20時間未満の短時間労働者についても、被用者にとってふさわしく、雇用の在り方に中立的な被用者
保険を提供する観点からは、被用者保険の適用除外となっている規定を見直し、適用拡大を図ることが適当と考え
られることから、そのための具体的な方策について、実務面での課題や国民年金制度との整合性等を踏まえつつ、
着実に検討を進めるべきである。

複数の雇用関係に基づき、複数の事業所で勤務する者（マルチワーカー）で、いずれの事業所においても単独で
は適用要件を満たさないものの、労働時間等を合算すれば適用要件を満たす場合については、実務的な課題の解決
を図ったうえで、被用者保険の適用に向けた具体的な検討を進めるべきである。

10



年金部会における委員の発言

11

・雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、企業

規模要件の速やかな撤廃・個人事業所に係る非適用業種の見直しの議論を進めるべき。

・「106万円の壁」について、最低賃金の引上げ等によりいずれは解消されるが、それだけでは働く場所によ

る差異が残るため、まずは適用拡大を進めて、企業規模要件の撤廃と個人事業所の非適用業種の解消を図る

ことが必要。これによって事実上第３号被保険者が減っていく方向性は最低限進めていかなければならない。

・企業規模要件の撤廃と個人事業所における非適用業種の解消について賛成。事業主側が適用拡大の負担を重

く感じるのは、それぞれのビジネスモデルや現在需要の多い分野の仕事かどうかにもよるため、適用基準に

企業規模を用いるのが適切かどうか疑問。もし企業への配慮が必要ならば、他の仕組みを入れるべき。



ヒアリング結果

12

・生衛業は、健康保険法、厚生年金保険法に規定する17業種ではなく、また、個人事業所は非適用業種（任意包括適

用）とされており、被用者保険の適用を受けることは可能となっているため、現状で特に問題は生じていない。生衛業

を法定17業種に加えることは反対。

・美容業は、美容師養成施設等から社会保険が完備されていない事業所に新たな美容師は紹介できないとする動きもあ

り、全日本美容業生活衛生同業組合連合会は美容所の社会保険適用を推進しているが、小規模事業者が多い生衛業にお

いては、適用拡大による新たな事業主負担に対応できない脆弱な事業者も多いため、慎重な検討と有効な支援策の実施

を求める。

・個人事業所が社会保険に加入することによるメリットは大きいが、デメリットも想定される。特に、農業は季節によ

り賃金が変動することもあり、社会保険の事務負担が大きく経営に圧し掛かってくることが想定される。人口の少ない

地域に多くが立地することが多い経営体の支援を誰がどのように行っていくのかが大きな課題となる。

・農業での働き方は多様であり、働く人の意識も経済的状況も様々であるため、社会保険に加入することにより働きや

すい職場となるのかどうかは現場に即して慎重に検討すべきではないか。また、農業では個人事業所の外国人の雇用も

増えているが、外国人が社会保険の加入を望んでいるのかも考慮しなくてはならない。

・年金制度の趣旨を考えると労働者本人の要件ではなく、雇用主が法人か個人かにより適用を決めることは、憲法14条

の法の下の平等の観点から問題である。適用を決めるうえで、事務処理能力等が問題になる時代ではない。仮に、問題

になるなら、ならないような環境整備をするべき。



13

１ . 個人事業所に係る適用範囲について

２ . ご議論いただきたい点

３ . 参考資料



ご議論いただきたい点

• 働き方・働く場所にかかわらない制度設計の必要性、人手不足が加速化している状況、
新たに被用者保険の適用事務を行うこととなる事業所の事務負担・経営への影響等に留
意しつつ、個人事業所の適用範囲について、どのように見直すことが適当と考えるか。

14
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※ 「農業」について、農林業センサスにおける「個人経営体」を「個人事業所」としている。「個人０人」は、「常雇いなし」である個人経営体。

16（出所）総務省「令和３年経済センサス（活動調査）」、農林水産省「2020年農林業センサス」
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• 全事業所に占める常用雇用者５人以上の個人事業所の割合をみると、飲食サービス業及び洗濯・理容・美容・浴場
業において、割合が高くなっている。

17（出所）総務省「令和３年経済センサス（活動調査）」、農林水産省「2020年農林業センサス」
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• 常用雇用者５人以上の個人事業所で働く常用雇用者数をみると、飲食サービス業（約23.3万人）が圧倒的に多い。２
番目に多いのは、洗濯・理容・美容・浴場業で、約2.8万人となっている。

※ 「常用雇用者」は、経済センサスにおける定義（事業所に常時雇用されている人で、期間を定めずに雇用されている人又は１か月以上の期間を定めて雇用されている人をい
う。）であるため、「常用雇用者」には、被用者保険制度上の被保険者に該当しない労働時間の短いパート・アルバイトや強制適用事業所以外で就労する者なども含まれている
ことに留意。

※ 経済センサスにおける「法人でない団体」の常用雇用者は除いている。

（出所）総務省「令和３年経済センサス（活動調査）」 18
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※ 「常用雇用者」は、経済センサスにおける定義（事業所に常時雇用されている人で、期間を定めずに雇用されている人又は１か月以上の期間を定めて雇用されている人をい
う。）であるため、「常用雇用者」には、被用者保険制度上の被保険者に該当しない労働時間の短いパート・アルバイトや強制適用事業所以外で就労する者なども含まれている
ことに留意。

※ 経済センサスにおける「法人でない団体」の常用雇用者は除いている。

業種別の法人・個人事業所別の常用雇用者比率

• 全事業所で働く常用雇用者数に占める、常用雇用者５人以上の個人事業所で働く常用雇用者数の割合をみると、飲食
サービス業及び洗濯・理容・美容・浴場業において、割合が高くなっている。

19（出所）総務省「令和３年経済センサス（活動調査）」

５人以上の個人事業所で働く
常用雇用者数の割合



厚生年金保険の被保険者数（個人設立のみ）の推移
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産業別・規模別の任意包括適用事業所数

（出所）「業態別規模別適用状況調 令和４年9月1日現在」を特別集計したもの。

（注１）塗りつぶしの業種は非適用業種。
（注２）適用開始時点で任意包括適用事業所として登録された事業所の数。そのため、その後、従業員の増加等により強制適用となっている事業所を含んでいる。

• 従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、厚生労働大臣の認可を受けることで厚生年金保険・健康保険の
適用事業所となることができる。

• 同意しなかった者も含めて働いている者は全員（被保険者から除外される者を除く。）が被保険者となり、保険給付
や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになる。
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労災保険・雇用保険の適用状況

労災保険 雇用保険

暫定任意適用事業

農 業：常時５人未満の労働者を雇

用する個人経営の事業（※１）

林 業：労働者を常時には雇用せず、

かつ、年間使用延べ労働者

数が300人未満の個人経営

の事業

水産業：常時５人未満の労働者を雇

用する個人経営の事業（※２）

農林水産業で常時５人未満の労働者

を雇用する個人経営の事業

（注）適用事業となった場合でも、一週間の所定労働
時間が20時間未満（※３）である労働者又は同一
の事業主に継続して31日以上雇用されることが見
込まれない労働者は適用除外となる（※４）。

強制適用事業 上記以外の労働者が雇用される事業 上記以外の労働者が雇用される事業

○ 労災保険・雇用保険は原則として全ての事業が強制適用となるが、一部の農林水産業は事業場における労働実態の把握が困難
であるなど、業務上外の判別ができない状況が多いことなどを考慮し、暫定任意適用事業となっている。

○ 適用事業所に雇用される労働者について、労災保険は全員適用となるが、雇用保険は適用除外となる者が存在する。

※１ 一定の危険・有害作業を行う事業及び事業主が農業について特別加入している事業を除く（強制適用）。

※２ 河川、湖沼又は特定海面において主として操業する事業以外のものであって、総トン数５トン以上の漁船による事業を除く（強制適用）。

※３ 令和10（2028）年10月からは、一週間の所定労働時間の要件については20時間未満から10時間未満に改正される。

（注） 公務員は労災保険・雇用保険共に原則として適用除外となっている。

※４ その他季節的に雇用される者や日雇い労働者の一部についても雇用保険の適用除外となっている。
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専門家活用支援事業について

23

日本年金機構において、適用拡大への対応に関し社会保険労務士等の専門家を無料で派遣する事業を実施。

事業主・従業員の方向けの説明会や適用拡大に関するご相談に、ノウハウ豊かな社会保険労務士等を、年金事

務所を通じて派遣。

※ 顧問契約等を結んでいる社会保険労務士がいる場合は、契約を結んでいる社会保険労務士へご相談ください。

例えばこんなサポートができます

企業単位・事業所単位のほか、団体が実施する講習会等でのご利用も可能です。まずは、管轄の年金事務所にお電話ください！

従業員への
説明

サポート

手続きに
関する

アドバイス

適用拡大
対応方針
の検討

ご利用の流れ



よろず支援拠点とは

１．ワンストップ機能
「どこに相談したらよいか分からない」といった中小企業・小規模事業者等に対して、よろず支援拠点の専門家
が課題を整理したうえで、的確な支援機関（地域の士業やITコーディネーター、弁理士等）等を紹介するとと
もに、国等の支援施策の活用促進や制度改善に関する要望を汲み取る、ワンストップ窓口機能を提供する。

２．コーディネート機能
個々の支援機関では対応できない課題について、商工会・商工会議所、金融機関等の地域の支援機関等を
つなぐハブとして、総合的な課題解決に取り組む。

３．高度な経営アドバイス
中小企業診断士やITコーディネータ―をはじめとする様々な分野の専門家が、幅広い視野から、企業経営
者が抱える課題の本質を見抜き、気付きを与えるとともに、市場動向やメディア戦略など企業経営の中身まで一
歩踏み込んだ支援を行う。

「よろず支援拠点」を設置（2014年～）

＜中小企業・小規模事業者等の状況＞（2014年までの状況）
• ①各地域に支援機関は存在しているが、会員でない企業にとっては相談することに心理的なハードルが存在、②
自社の課題が明確化されておらず、漠然とした質問をしたいが、誰に質問して良いか分からない、等の課題が存
在。

• 支援機関の観点からは、多様な支援機関が課題毎に存在しており、機能を有機的に結びつける機関が不在とい
う課題もあった。

• これらの課題を踏まえ、2014年に、①ワンストップ機能、②コーディネート機能、③高度な経営アドバイス機能、
を持つ「よろず支援拠点」を全国の都道府県に１箇所ずつ設置。

24



①よろず支援拠点

相談者の経営課題をヒアリング

相談対応

販路開拓支援
に強い専門家

経営改善に
強い専門家

IT支援に
強い専門家

拠点内で

解決支援

資金繰りに
強い専門家

法律に
強い専門家

商品開発に
強い専門家

②主な公的支援機関・民間支援機関

商工会議所・商工会
（経営指導員による支援を受けたい）

事業承継・引継ぎ支援センター
（事業承継に関する課題を解決したい）

知財総合支援窓口
（知財に関する相談をしたい）

下請かけこみ寺
（取引関係の悩みを解決したい）

中小企業活性化協議会
（事業再生に向けた支援を受けたい）

地域金融機関
（資金繰りについて解決したい）

よろず支援拠点におけるワンストップ支援のイメージ

中小企業･小規模事業者等

相談

事業者が抱える経営課題の解決に導く

支援機関単独では対応できない

経営相談をよろず支援拠点に紹介

課題に対応した適切な支援機関と

連携・コーディネート

相談

・
・
・
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価格交渉・転嫁を支援する全国的なサポート体制について

⚫ 原材料価格やエネルギー費、労務費などのコストが上昇する中、コスト増を下請中小企業だけでな
くサプライチェーン全体で負担し、雇用の約７割を支える中小企業でも賃上げができる環境を整
備することが必要。そのためには、コストの価格転嫁をはじめとした下請取引の適正化を行うことが
不可欠。

⚫ 中小企業庁は、適切に価格交渉・価格転嫁できる環境を整備するために、令和５年７月10日
に全国47都道府県に設置しているよろず支援拠点に「価格転嫁サポート窓口」を新設し、価格
交渉に関する基礎的な知識や原価計算の手法の習得支援を通じて、下請中小企業の価格交
渉・価格転嫁を後押し。

⚫ また、商工会・商工会議所等においても、「価格交渉ハンドブック」の活用等により、中小企業の価
格転嫁を支援する全国的なサポート体制を整備。

（令和5年7月10日リリース）
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中小企業における I T・ソフトウェアの分野別導入状況

27

○ 中小企業におけるIT・ソフトウェアの導入状況を調べた調査（2023年1月時点）によれば「経理・経費・会計シス

テム」を導入済・検討中の企業は約85%、次いで「人事・労務・勤怠管理」が約70%となっており、中小企業にお

いても、基幹システムを中心にIT化が広がっている状況が伺える。

＜選択肢補足＞

３.グループウェア･･･Microsoft365やサイボウズグループウェアなど、スケジュールや作業ファイルの共有を行うシステム

４.販売促進・取引管理･･･ECサイトの構築、顧客管理システム（CRM）、営業管理システム（SFA）、POSシステム等

５.生産管理･･･CAD、工程管理等

７.コミュニケーション･･･ビジネスチャットやウェブ会議システム、SNS等

８.情報管理･･･オンラインストレージ等

９.経営分析･･･BI（ビジネスインテリジェンス）ツールによるデータの収集、分析、加工等

10.業務自動化･･･RPA等

（出所）（株）商工組合中央金庫「中小企業のIT・ソフトウェアの活用状況に関する調査（2023年1月）」を基に厚生労働省において作成



・経済産業省が提供する、１つのアカウントで複数
の行政サービスにアクセスできる認証サービス。

・アカウント（IDパスワード）の取得は無料。

ジービズアイディー

「ＧビズＩＤ」とは

「ＧビズＩＤ」を活用した社会保険手続の電子申請について

電子申請のメリット

・24時間365日、いつでも申請が可能。

・年金事務所等に行かなくても、職場や出先などから申請が可能。

・移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減も可能。

○令和２年４月より、電子申請の利用促進のため、社会保険の一部の手続（※１）について、電子申請における本人確認手段と
して、従来の電子証明書（有料）に加え、GビズID （法人共通認証基盤）を活用したID・パスワード方式（無料）も利用
可能とした。

※１ 厚生年金保険等の資格取得届・資格喪失届・算定基礎届・月額変更届・賞与支払届・被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届等

○併せて、社会保険の申請データを作成するための「届書作成プログラム（※２）」に、ID・パスワード方式に対応した電子申
請機能を追加した。

※２ 日本年金機構ホームページにおいて無料でダウンロード可能。更に届書作成時の利便性・簡易性の向上した新規ソフトウェアの開発準備中。

○令和７年1月より、GビスIDの利便性を高めるため、電子申請に活用できるデータの送付先として事業所だけでなく、事業所
から業務委託を受けた社会保険労務士にも拡大予定。

GビズIDを活用した社会保険手続の電子申請のイメージ企業担当者

電子証明書がなくても
電子申請が可能！

申請データ

申請完了

厚生労働省
（日本年金機構）

届書作成プログラムまたは
市販の給与ソフト等により
申請データを作成

CSVファイル作成ボタン

●
●
届

申請情報１

●×社製ソフトウェア

申請情報２

申請情報３

届書作成プログラム
（年金機構ＨＰから
ダウンロード）

市販の
給与ソフト・
自社開発
システム
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電子申請の利用促進に向けた周知・広報等

29

○ 日本年金機構において、GビズIDの活用を含めた電子申請について、ガイドブックやチラシによる利用促進、動画

による申請方法の説明、チャットボットによる電子申請相談などを行っている。

○ また、社会保険に関する通知書等を電子送付するオンライン事業所年金情報サービスを開始し、対象も順次拡大

している。（令和６年１月からは「保険料納入告知額・領収済通知書」の電子送付を開始）

○ 電子申請による資格取得に関する平均の事務処理日数は、平成31年４月時点は3.3日であったが、内部事務の電子

化を進めたことにより令和５年４月時点では0.5日となるなど、手続きの事務処理の迅速化が実現している。

ガイドブックやチラシによる利用促進 動画による申請方法の説明

チャットボットによる電子申請相談
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